									村内教育施設等利用にかかる注意事項
令和８年４月１日から適用
1． 使用許可申請について
使用につきましては事前申請となります。申請書の受付時間は開庁日午前８時３０分から午後５時までです。各施設の「使用許可申請書」は教育委員会にあります。
また、各施設から借用したい備品等がある場合、あわせて記載してください。借用できないものもあります。

2． 予約について
翌月の分までの予約が可能です。電話での予約も受け付けています。（４月だと５月分まで、７月だと８月分まで）
予約をした場合、予約した日から１週間以内に申請を行ってください。１週間を過ぎた場合は予約を解除させていただく場合があります。
また、大会等の事前に日時を確定させたい場合などがありましたら、別途ご相談ください。

3． 申請のキャンセルについて
申請後、自己都合によるキャンセルの場合、返金は行いません。ただし、利用日の１週間前までに申請者から日程変更の申し出があった際は、（申請日から１か月以内の日時で）日程変更にて対応いたします。
また、自然災害及び管理運営上の都合等により各施設の使用ができなくなった場合については日程変更もしくは返金にて対応いたします。

4． 利用時間について
利用時間には「準備・片付け」を含みます。また、利用後に各施設周辺に留まらないようにしてください。鍵の借用が必要な場合は体育館管理人室等に借用に来てください。基本的に利用時間の15分前から鍵を貸し出します。

5． [bookmark: _Hlk220491395]使用後について
[bookmark: _Hlk220491453]用具は所定の場所に戻し、現状復帰をしてください。フロアの清掃や運動場の整備などを行ってください。また、ゴミは持ち帰っていただき、忘れ物等ないようにしてください。
6． [bookmark: _Hlk220491503]敷地内の飲食について
[bookmark: _Hlk220491667]原則施設内での飲食はご遠慮ください。（必要な水分補給は可）ただし、総合体育館以外の調理実習室や研修室は飲食可能です。
7． [bookmark: _Hlk220491685]施設への立ち入りについて
[bookmark: _Hlk220491726]許可を受けた施設以外には立ち入らないでください。

8． [bookmark: _Hlk220491776]施設・用具の破損について
[bookmark: _Hlk220491814]ボールを壁に投げる・蹴るなど、施設の破損につながるような行為や備品の使用はしないでください。（壁・警報機・電気コードの差口・防護ネットなどに注意）
また、施設や用具を破損した際は、速やかに教育委員会または管理人に報告するとともに、修理について協議してください。なお、修理にかかる費用は原則、破損者（団体）の負担となりますのでご注意ください。

9． [bookmark: _Hlk220492275]利用上の注意点
[bookmark: _Hlk220492327]（１）室内が汚れる原因となりますので、外履き又は汚れた上履きで室内には上がらないでください。
（２）子どもを連れて利用する場合は、事故防止のため、保護者や利用団体の関係者が付き添い、危険な場所への立ち入りや行動をしないよう安全対策を行ってください。
（３）フロア内での水分補給は構いませんが、フロア保護のため、水分がついた場合は速やかにふき取ってください。
（４）ボール等の物品の貸し出しは行っておりません。利用団体が用意してください。
（５）バスケットゴールを利用する際は、リングにぶら下がらないでください。

10． [bookmark: _Hlk220492351]利用上の責任について
[bookmark: _Hlk220492417]施設の利用時に発生した怪我や熱中症等の傷病、施設・備品の破損（経年劣化を除く）については、利用団体の自己責任となります。高温などにより利用に適さない状況となる場合は、利用者の自主判断により利用を中止してください。
※管理者は事故等の責任は負いません。

11． [bookmark: _Hlk220492443]その他
[bookmark: _Hlk220492749]施設利用にあたっては、管理者並びに管理人の指示に従ってください。
また、指示に従わない場合や、利用マナーが悪いなどの場合、今後借用不可の対応をとる場合がありますので予めご了承ください。


　　　　　　　　　　　　相良村教育委員会：0966-35-1039
